
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
と
町
会
活
動

に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長 

堺 

禎
一 

当
町
会
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
蔓
延
の
影
響

か
ら
、
町
会
員
の
皆
様
の
安
心
・
安
全
を
考
慮
し
て
、
三
月
の

「
令
和
一
年
度
第
三
回
拡
大
役
員
会
」
を
皮
切
り
に
、
五
月
の

「
町
会
役
員
会
」
を
中
止
し
、「
令
和
二
年
度
定
期
総
会
」
は
開 

催
す
る
こ
と
に
代
え
て
書
面
に
よ
る
議
決
と
い
た
し
ま
し
た
。 

更
に
、
七
月
・
八
月
・
九
月
に
予
定
し
て
い
ま
し
た
「
令
和
二

年
度
第
一
回
拡
大
役
員
会
」
及
び
「
町
会
役
員
会
」
も
取
り
や
め

ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
は
増
加
し
て
お
り
終
息
の

目
途
が
立
た
な
い
状
況
下
で
あ
り
、
更
に
猛
暑
に
よ
る
熱
中
症

が
加
わ
り
、
過
去
に
例
を
見
な
い
よ
う
な
厳
し
い
日
々
が
続
い

て
い
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
当
町
会
で
の
感
染
者
は
、
今
の
と

こ
ろ
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
が
予
断
が
許
さ
な
い
状
況
で
す
。 

杉
並
区
の
感
染
者
数
は
、
九
百
名
に
迫
る
勢
い
で
、
東
京
二
十

三
区
で
五
番
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

当
町
会
で
予
定
し
て
い
ま
し
た
行
事
は
、
七
月
十
二
日
に
実

施
し
た
「
駆
虫
剤
散
布
」
以
外
は
中
止
し
ま
し
た
。 

こ
の
先
に
予
定
し
て
い
ま
し
た
「
旧
高
円
寺
二
丁
目
祭
礼
会
」

「
天
祖
神
社
縁
日
ま
つ
り
」「「
杉
並
第
三
小
学
校
震
災
救
援
所

訓
練
」
な
ど
は
中
止
に
な
り
ま
し
た
。 

現
状
は
、
今
ま
で
に
経
験
を
し
た
こ
と
の
な
い
事
態
で
す
が
、

中
止
や
、
取
り
や
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
何
ら
か
の
打
開
策
を
講

じ
る
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。 

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
下
で
の
町
会
行
事
の

あ
り
方
を
町
会
役
員
会
で
協
議
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す 

 

米
寿
・
喜
寿
者
お
祝
い
贈
呈 

町
会
で
は
、
敬
老
の
日
（
九
月
二
十
一
日
）
に
、
米
寿
・
喜
寿

を
迎
え
ら
れ
る
方
に
「
お
祝
い
」
を
お
届
け
し
ま
す
。 

九
月
九
日
（
水
）
ま
で
に
、
班
長
若
し
く
は
班
担
当
役
員 

ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
米
寿
】
昭
和 

七
年
四
月
一
日
～
昭
和 

八
年
三
月
三
十
一
日 

【
喜
寿
】
昭
和
十
八
年
四
月
一
日
～
昭
和
十
九
年
三
月
三
十
一
日 

八
月
三
十
一
日
ま
で
に
申
告
さ
れ
た
方
は
、
米
寿
者
八
名
・
喜

寿
者
九
名
で
す
。
申
告
を
忘
れ
た
方
は
、
事
後
で
も
受
付
ま
す

の
で
連
絡
し
て
下
さ
い
。 

令
和
二
年
度 

国
勢
調
査 

五
年
に
一
度
の
国
勢
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、

統
計
法
に
基
づ
き
我
が
国
の
人
口
の
実
態
を
把
握
す
る
最
も
基

本
的
か
つ
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。
日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て

の
人
と
世
帯
が
対
象
で
、
今
回
は
調
査
開
始
百
年
目
を
迎
え
ま

す
。 調

査
結
果
は
国
や
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
各
種
行
政
施
策

の
基
礎
資
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
民
間
企
業
や
各
種
研
究
機

関
な
ど
、
様
々
な
分
野
で
日
本
の
未
来
を
つ
く
る
た
め
に
幅
広

く
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

今
回
は
、
調
査
手
順
が
変
わ
り
ま
す
。 

従
来
は
、
調
査
員
が
調
査
に
関
す
る
説
明
（
趣
旨
、
回
答
方
法
、 

必
要
枚
数
な
ど
）
を
世
帯
と
面
会
し
て
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
防
止
を
最
大
限
に

重
視
し
て
、
世
帯
と
の
会
話
（
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
や
ド
ア
越
し
を
含

む
）
や
接
触
を
一
切
行
わ
ず
次
の
方
法
で
行
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。 

 

一
．
調
査
員
が
「
調
査
の
お
知
ら
せ
」
を
世
帯
の
郵
便
受
け
に

投
函
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

期
間 

九
月
十
日
～
九
月
十
三
日~ 

二
．
調
査
員
が
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
回
答
用
Ｉ
Ｄ
」
及
び

「
調
査
票
（
紙
）」
と
「
郵
送
提
出
用
封
筒
」
を
世
帯
の 

郵
便
受
け
に
投
函
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

期
間 

九
月
十
四
日
～
九
月
二
十
三
日 

三
．
世
帯
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
回
答
す
る
。 

又
は
調
査
票
に
よ
る
回
答
を
郵
送
で
提
出
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

期
間 

 

十
月
一
日
～
十
月
六
日 

四
．
調
査
員
が
「
調
査
票
の
提
出
の
確
認
に
つ
い
て
（
確
認 

状
）」
を
世
帯
の
郵
便
受
け
に
投
函
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

期
間 

 

十
月
七
日
～
十
月
十
二
日 

 

当
町
会
で
は
、
三
十
一
調
査
区
を
受
け
持
っ
て
い
て
、
十
四
名

の
調
査
員
が
調
査
を
担
当
し
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
や
熱
中
症
の
最
中
の

調
査
で
す
。
町
会
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

 

 

２０２０年 

９月 

２３５号 

 
 



杉
並
第
三
小
学
校
支
援
本
部 

学
校
支
援
本
部
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
一
学
期
は
殆
ど
の
事
業
計
画
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。 短

い
夏
休
み
も
終
わ
り
、
八
月
二
十
四
日
（
月
）
か
ら
二
学
期

が
始
ま
り
ま
し
た
。
子
供
た
ち
の
元
気
な
声
が
学
校
や
登
下
校

で
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。 

支
援
本
部
で
は
、
登
下
校
の
見
守
り
と
屋
上
整
備
を
六
月
か

ら
毎
週
日
曜
日
の
午
前
八
時
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。
秋
の
収

穫
を
目
指
し
て
、
草
取
り
、
水
ま
き
な
ど
を
七
～
八
名
の
地
域
の

皆
様
が
参
加
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。 

九
月
か
ら
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
協
力
し
て
、
杉
三
の
森
・
池
の
清
掃

を
行
い
、
十
月
に
は
、
今
年
に
入
学
し
た
新
一
年
生
と
紅
あ
ず
ま

掘
り
の
「
屋
上
収
穫
祭
」
を
行
い
ま
す
。 

十
二
月
十
二
日
に
は
、
土
曜
授
業
（
伝
統
文
化
の
日
）
と
し
て
、 

一
～
二
年
生
は
、
昔
遊
び
（
折
り
紙
） 

三
～
四
年
生
は
、 

「
百
人
一
首
」 

五
～
六
年
生
は
、「
安
土
桃
山
時
代
の
茶
道
」

で
茶
道
の
歴
史
・
行
儀
作
法
を
学
び
ま
す
。 

 

防
災
・
防
犯
・
環
境
衛
生
関
連 

一
．
震
災
救
援
所
に
「
感
染
対
策
担
当
」
設
置
に
つ
い
て 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
て
、
杉
並
区
防

災
課
よ
り
、
令
和
二
年
度
震
災
救
援
所
内
に
「
感
染
対
策

担
当
」
及
び
「
学
校
施
設
利
用
計
画
」
に
、
濃
厚
接
触
者
及

び
症
状
の
あ
る
避
難
者
の
専
用
避
難
ス
ペ
ー
ス
を
マ
ニ
ュ

ア
ル
化
す
る
よ
う
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。 

二
・
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
（
～
支
え
あ
い
の
地
域
ず
く

り
～
）
協
力
依
頼
に
つ
い
て 

杉
並
区
保
健
福
祉
部
高
齢
者
在
宅
支
援
課
日
常
生
活
支
援

事
業
係
よ
り
ケ
ア
２
４
を
通
じ
「
高
齢
者
が
で
き
る
だ
け

住
み
な
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
杉
並
区
へ
（
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
）
に
地
域
の
町
会
・
自
治

会
へ
の
協
力
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。 

三
．
町
内
の
「
立
て
看
板
」
設
置
の
有
効
性
に
つ
い
て 

 

現
在
、
町
内
に
は
十
八
本
の
「
立
て
看
板
」
が
あ
り
ま
す
。 

 

二
～
三
年
前
よ
り
更
新
計
画
が
出
て
い
ま
し
た
が
、「
掲
示 

板
」
の
更
新
を
優
先
し
て
き
ま
し
た
。 

 

「
立
て
看
板
」
は
、「
防
災
」「
防
犯
」
を
目
的
に
し
た
も
の

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

最
近
で
は
、
近
隣
の
町
会
で
は
、「
立
て
看
板
」
が
見
当
た

ら
な
い
よ
う
な
の
で
、
当
町
会
で
も
設
置
の
賛
否
の
意
見

を
役
員
会
で
図
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

九
月
・
十
月
行
事
日
程 

【
町
会
】 

米
寿
・
喜
寿
者
お
祝
い
贈
呈 

九
月
二
十
一
日
（
月
） 

【
文
化
活
動
】 

書
道
同
好
会 

九
月
四
日
（
金
）・
十
八
日
（
金
） 

 
 
 
 
 
 

十
月
二
日
（
金
）・
十
四
日
（
金
） 

 
 
 
 
 

十
八
時
～ 

ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
東
館 

写
経
の
会 

九
月
八
日
（
火
）・
二
十
三
日
（
火
） 

 
 
 
 
 

十
月
十
三
日
（
火
）・
二
十
七
日
（
火
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

十
九
時
～ 

ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
東
館 

【
防
災
】 

防
災
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座 

九
月
四
日
（
金
）
十
四
時 

杉
並
区
役
所 

防
災
市
民
組
織
運
営
協
議
会
第
二
回
理
事
会 

九
月
七
日
（
月
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
時 

 
 
 
 
 

杉
並
区
役
所 

杉
並
第
三
小
学
校
震
災
救
援
所
訓
練
十
月
十
七
日
（
土
）
中
止 

【
イ
ベ
ン
ト
】 

一
． 
旧
高
円
寺
二
丁
目
祭
礼
会 

 
 

九
月
十
九
日
（
土
）
～
二
十
（
日
） 

中
止 

二
．
天
祖
神
社
縁
日
ま
つ
り 

九
月
十
五
日
（
火
） 

 

中
止 

三
．
天
祖
神
社
大
祭 

 
 
 

九
月
十
六
日
（
水
） 

中
止 

四
．
高
南
祭 

 
 
 
 

九
月
十
二
日
（
土
） 

 
 

中
止 

五
．
高
南
中
運
動
会 
九
月
二
十
六
日
（
土
） 

六
．
第
十
一
回
す
ぎ
な
み
舞
祭 

十
月
十
八
日
（
日
） 

七
．
地
区
町
連
研
修
会 

十
月
二
十
七
日
（
火
） 

 

中
止 

【
学
校
支
援
本
部
】 

一
． 

杉
三
小
屋
上
菜
園
環
境
整
備 

 

九
月 

毎
月
日
曜
日 
八
時
～ 

十
月 

毎
月
日
曜
日 
九
時
～ 

二
．
Ｃ
Ｓ
会
議 

九
月
三
日
（
木
）
十
四
時
四
十
五
分 

十
月
十
七
日
（
土
）
十
三
時
三
十
分 

杉
三
小 

校
長
室 

三
・
杉
三
小
屋
上
収
穫
祭 

十
月 

 
 
 
 
 
 
 
 

未
定 

四
．
杉
三
の
森
・
池
清
掃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

未
定 

五
．
杉
っ
子
ま
つ
り 

２
０
２
０ 

十
月
二
十
五
日
（
日
）
中
止 

六
．
杉
並
第
三
小
学
校
運
動
会 

十
月
三
十
一
日
（
土
）
九
時
～ 

【
パ
ト
ロ
ー
ル
】 

町
内
パ
ト
ロ
ー
ル
と
地
域
清
掃
活
動 

 

九
月
九
日
（
水
）・
十
九
日
（
土
） 

十
七
時
～ 

 

 

十
月
十
日
（
土
）・
二
十
日
（
火
） 

十
六
時
～ 

町
内
パ
ト
ロ
ー
ル 

九
月
二
十
九
日
（
火
） 

十
九
時
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

十
月
三
十
日
（
金
） 

 

十
九
時
～ 


